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児 童 手 当

福祉課 子育て支援係　☎ 22-3167

児童手当の現況届は 6 月 30 日（木）まで

　
況
届
は
、毎
年
６
月
１
日
の
状
況
を
把
握
し
、６
月

分
以
降
の
児
童
手
当
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件（
児

童
の
監
護
や
保
護
、生
計
同
一
関
係
な
ど
）を
満
た
し
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

現
況
届
は
６
月
初
め
に
各
家
庭
へ
送
付
し
ま
す（
公
務

員
は
除
く
）。

　

提
出
が
な
い
場
合
に
は
、６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
忘
れ
ず
に
市
役
所
福
祉
課
ま
た

は
各
支
所
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

現

CITY  INFORMATION

提出書類と期限

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ

●現況届　※紛失された方は窓口にお越しください

● 受給者の健康保険証
　※子どものものではありませんのでご注意ください

●印鑑（認印可）

●前住所地の市区町村が発行する所得証明書【平成 27 年分】
※平成 28 年 1 月 1 日に阿蘇市に住民票が無かった人のみ

● 住民票
　子どもの世帯員全員が記載されたもの。続柄記載有り
　※子どもと別居している人のみ

【提出期限】　6 月 30 日（木）

上 下 水 道 料 金

水道課　☎ 22-3196　　住環境課 下水道係　☎ 22-3169

【熊本地震関連】上下水道料金を全額免除します

　
本
地
震
の
影
響
に
よ
り
、多
く
の
世
帯
で
断
水

が
発
生
し
た
こ
と
な
ど
を
受
け
、左
記
の
と
お

り
特
別
措
置
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

熊

CITY  INFORMATION

上下水道料金の特別措置

5 月分（6 月請求）・6 月分（7 月請求）の上下水道料金は以下のとおりとなります。

請求月 使用期間 対象者 水道料金

5 月分 （6 月） 4 月 10 日～ 5 月 10 日 ※ すべての使用者 全額免除

6 月分 （7 月） 5 月 10 日～ 6 月 10 日 ※ すべての使用者 通常どおり

※検針は 10日の前後で行うため、検針日は各家庭により異なります。

6 月分以降の上水道料金の減免措置

今回の地震で水道管が破損するなど、漏水した分の上下水道料金については、６月分
以降についても料金の減免を行います。阿蘇市指定給水装置工事店へ漏水修理を依頼
するときに「減免申請」することを工事店担当者へお伝えください。
※漏水修理にかかった費用や工事代は個人負担となります。
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農 業 委 員 会

農業委員会事務局　☎ 22-3254

賃借や売買の権利移動／贈与、相続／農業者年金

CITY  INFORMATION

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ

　

農
地
の
賃
借
や
売
買
の
権
利
移
動
に
つ
い

て
は
、農
業
委
員
会
に
届
け
出
て
許
可
を
得

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

届
出
が
必
要
な
事
項
は
左
記
に
あ
げ
る
も

の
な
ど
で
す
。

▼
賃
借
権
等
の
解
除
の
届
出

　
（
農
地
法
第
18
条
６
項
）

▼
農
地
の
賃
貸
借
や
売
買

　

�（
農
地
法
第
３
条
、利
用
権
設
定
）

▼�

自
己
所
有
農
地
を
転
用
す
る
場
合

　
（
農
地
法
第
４
条
）

▼�

売
買
や
賃
借
で
転
用
を
行
う
場
合

　
（
農
地
法
第
５
条
）

※�

農
業
委
員
会
は
毎
月
10
日
に
開
催
。申
請

の
締
め
切
り
は
毎
月
27
日
。（
※
閉
庁
日
の

場
合
は
翌
開
庁
日
。）

　

農
地
を
家
族
に
贈
与
す
る
場
合
、２
つ
の

方
法
が
あ
り
ま
す
。

●
一
括
贈
与

　

農
地
の
み
を
耕
作
目
的
で
一
括
に
贈
与
す

る
こ
と
に
よ
り
、贈
与
税
の
猶
予
を
受
け
ら

れ
る
制
度
で
す
。

　

た
だ
し
、３
年
ご
と
に
贈
与
税
・
不
動
産
取

得
税
の
猶
予
の
届
出
を
税
務
署
及
び
県
に
提

賃
借
や
売
買
の
権
利
移
動

贈
与
、
相
続

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、贈
与
し
た

農
地
を
売
買
や
賃
貸
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。（
部
分
・
全
部
の
贈
与
税
が
確
定
し
ま

す
。）

●
相
続
時
精
算
方
式

　

農
地
を
含
む
資
産
を
贈
与
す
る
場
合（
宅

地
・
家
屋
等
を
含
む
）、２
５
０
０
万
円
内
で

あ
れ
ば
、相
続
時
に
そ
の
贈
与
税（
こ
の
場
合

は
相
続
税
と
し
て
）を
精
算
す
る
制
度
で
す
。

　

た
だ
し
、前
年
に
税
務
署
へ
の
届
出
が
必

要
で
す
の
で
、資
産
証
明
書
を
取
ら
れ
一
度

税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

相
続
の
場
合
も
農
業
委
員
会
へ
の
届
出
が

必
要
で
す
。農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農業者年金の概要

●農業者の方なら広く加入できます
　�国民年金第１号被保険者で、年間 60 日以上農業に従
事する 60 歳未満の方であれば誰でも加入できます。
農地を持っていない農業者の方や、配偶者や家族従事
者も加入できます。

●少子高齢化時代に強い年金です
　 自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年
金の原資として積み立てる、積み立て方式の年金です。

●保険料の額は自由に決められます
　�自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険
料を決められます。（ 月額２万円から６万７千円まで。）

●終身年金で 80 歳までの保障付きです
　�年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が 80
歳前になくなった場合でも、死亡した翌月から 80 歳
までに受け取れるはずであった、農業者老齢年金が死
亡一時金として遺族に支給されます。

●手厚い政策支援があります
　 認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手
となる方には、国から月額最高１万円の保険料補助が
あります。国庫補助額も自分の年金として受給できます。

※�農業者年金の詳しい内容については、農業委員
会事務局、ＪＡ阿蘇各支所にお問い合わせくだ
さい。

現況届は忘れずに提出を！

「現況届」を７月２９日（金）までに
提出してください。

農業者年金を受給されている方は、毎
年６月に現況届が必要となります。５
月末日頃に、農業年金基金から現況届
の通知が発送されていますので、記入・
署名の上、必ず提出してください。
この度の熊本地震で、被災により提出
期限までに現況届の提出が困難な場
合には、現況届が未提出であることを
もって直ちに年金支払いを差し止める
ことはありません。



TEL　0967-34-0257
www.t-watanabekensetsu

地域密着の工務店

●断熱性能（断熱材、窓）、高効率の設備、
ソーラーパネル（自給用電気）を設置。
これが国の目指す省エネルギー住宅の形
になります。
・28年度助成金が最高２１５万円！！
・渡辺建設はビルダー登録をしています。

ZEH=高断熱、高効率
エネルギー自給の家

ZEH＝ゼロエネルギー住宅申請４月スタート
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意 見 ・ 提 案

総務課 秘書広報係　☎ 22-3111

市長に直接ご意見・ご提案を！「ハイ、市長です。」受付中！

　
民
の
皆
さ
ま
が
、市
に
対
し
て
お

気
軽
に
意
見
を
伝
え
ら
れ
る
よ

う
、市
長
へ
の
手
紙
専
用
ポ
ス
ト『
ハ

イ
、市
長
で
す
。』を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

ご
意
見
・
ご
提
案
は
必
ず
佐
藤
市
長

が
目
を
通
し
ま
す
。
左
記
の
施
設
に
設

置
の
専
用
ポ
ス
ト
で
受
け
付
け
る
ほ

か
、
郵
送
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
意
見
・

ご
提
案
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

市

CITY  INFORMATION

設置場所・送付先

● 専用ポストの設置場所　▷阿蘇市役所・内牧支所・波野支所・一
の宮図書館・阿蘇図書館・阿蘇医療センター

●送付先　阿蘇市役所 総務課宛（住所は裏表紙に記載）

● 注意事項　
▷ 意見の内容によって、担当課からお問い合わせをさせていただ

く場合がありまので、お名前・ご住所・電話番号を必ず明記願い
ます。（個人情報は目的外には使用しません）

▷「掲示による回答」の際は、お名前などは公表しません。

▷簡易なご質問は、担当課に直接お問い合わせください。

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ

広
告

第24回　参議院議員通常選挙

●
投
票
の
方
法

　

 

今
回
の
選
挙
に
は
選
挙
区
と
比
例

代
表
の
２
つ
の
投
票
が
あ
り
ま

す
。

①
選
挙
区
選
挙

▽ 

投
票
し
た
い
候
補
者
の
名
前
を
書

い
て
く
だ
さ
い
。

②
比
例
代
表
選
挙

▽ 

投
票
し
た
い
候
補
者
の
名
前
ま
た

は
政
党
名
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

※ 

選
挙
当
日
に
投
票
所
へ
行
け
な
い

方
は
、期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票

の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
選
挙
権
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す

　

 

今
回
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
か

ら
、選
挙
権
年
齢
が
引
き
下
げ
ら

れ
、18
歳
の
方
か
ら
投
票
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

 

選
挙
権
は
政
治
に
参
加
し
て
、社

会
の
一
員
と
な
る
た
め
の
と
て
も

大
切
な
権
利
で
す
。必
ず
投
票
に

行
き
ま
し
ょ
う
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
２
２
‐
３
２
３
９（
直
通
）

私たちの代表を選ぶ大切な選挙。必ず投票しましょう。
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宮
地

町 １ 区 杉本�蘇助

古
城

古城3の1区 甲斐�孝喜

内
牧

深 葉 佐藤眞佐雄
黒
川

下西黒川 石本�富男
町 ２ 区 山部�公望 古城３の２区 古閑�達則 西 小 園 小 島  良 邦 乙 姫 松 岡  友 秋
北 １ 区 松嶋�桂一 古城４区 井  征 雄 折 戸 阿部�樹範 黒川千丁 坂田�英二
北 ２ 区 望月�清治 古城５の１区 後藤�幸男 宇 土 小山�修一

永
水

永 草 髙藤�拓雄
東 １ 区 寺川�守雄 古城５の２区 渡邉�力丸 浜 川 村岡�孝一 枳 橋 本  保 德
東 ２ 区 内田�敏彦 古城６区 山部今朝範

山
田

鷲 の 石 井野�耕児 赤 水 中村�敬一
東 ３ 区 井 � 重 徳 古城７区 菅 � 保 文 原 の 口 相坂�征雄 車 帰 宮本�信治
西 １ 区 岩下�一六

中
通

原 口 栗明�雄二 山 田 小 野 � 勇

尾
ヶ
石

狩尾１区 佐藤�美義
西 ２ 区 池部�芳明 上 井 手 山部�恭裕 小 倉 後藤�光昭 狩尾２区 灰瀨�裕一
西 ３ 区 今村�清也 下 井 手 岩下�秀利 西 小 倉 山本�眞一 狩尾３区 五嶋�一俊
古神１区 山 村  浩 中 原 岩 下  經 之 小 池 池 田  健 義 跡 ヶ 瀬 中 村  茂 昭
古神２区 山部�節雄 西 井 手 本田�廣喜 黒 流 町 髙宮今朝秀 的 石 山本�直樹
古神３区 村上�幹夫 上西河原 松田�和彦 今 町 大和�節雄 東

部
楢 木 野 飛田�幸治

分 １ 区 村山�誠也 下西河原 宮本�良二 下 の 原 北里�榮治 赤 仁 田 市原�鼎藏
分 ２ 区 村上�邦彦 上東下原 田端�秀吉 新 村 山本�清五

北
部

小 園 佐藤�義克
分 ３ 区 石 田 � 勇 下東下原 西村�勝弘 小野田町 嶋野�武輝 小 地 野 城  輝 臣
塩 塚 後藤�義宣 西 下 原 駿河�義美 本 村 大住�榮夫 笹 倉 志賀�健二

坂
梨

古 閑 髙 木  茂 博 片 隅 笹原�博明 茗 ヶ 原 橋本�勝徳 中
部

坂 の 上 岩下�哲郎
神 石 古木�孝次 荻 の 草 古閑�忠臣

黒
川

道 尻 中野�孝則 大 道 内 田  昭 一
福 岡 市原�啓吉 舞 谷 中村�道哉 下役犬原 森 � 正 義

西
部

立 塚 上村�文太
上 町 田上�恭一

内
牧

内牧１区 永田�賢一 上役犬原 森下�久則 横 堀 甲 佐  弘
東 仲 町 赤星�永幸 内牧２区 山野�紘三 西 町 佐藤�敬治 遊 雀 山口�恒亀
西 仲 町 齊藤�末光 内牧３区 伊藤�武夫 竹 原 荒 木 � 喬 中 道 川嶋�英喜
下 町 中川�武雄 内牧４区 御手洗和幸 蔵 原 藏原�廣義

東
部

山 崎 楢木野柔道
桜 町 平岡�鑑善 内牧５区 池田�國廣 東 黒 川 藏本�淳郎 仁 田 水 渡邊�惠喜
福 原 宮崎�直之 成 川 江藤�一文 坊 中 坂田�良一 中 江 佐藤�治雄
馬 場 坂本�光信 小 里 丸山�信義 南 黒 川 立石�勝美 滝 水 阿 南  米 夫
豆 札 藤井�鉄男 南 宮 原 山内�勝次 元 黒 川 坂田�千秋

各地区代表区長（役員）は
太字で表示しています。古

城
古城１区 坂梨�英次 湯 浦 髙宮�米勝 北 黒 川 中島�正幸
古城２区 井 � 亘 西 湯 浦 石 松 � 晃 上西黒川 居石�雅治

【平成 28 年度区長一覧】 （敬称略）

地域の代表が決まりました！
平成 28 年度の阿蘇市区長会の新体制が決まりました。
昨年に引き続き、区長会長は阿南米夫氏（滝水区）、副会長は山村浩氏

（古神 1 区）、橋本保德氏（枳区）となっています。
市は、１１７の行政区を設置し区長を任命。区長は各地域の代表として
行政情報の伝達や地域内の各種取りまとめなどの役割を担います。

市
で
は
市
民
の
皆
さ
ま
に

「
区
」へ
の
加
入
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

　
「
区
」で
は
、地
域
内
の
清
掃

活
動
の
ほ
か
、ご
み
収
集
所
や

防
犯
灯
の
設
置
・
維
持
管
理
な

ど
、地
域
の
皆
さ
ま
の
生
活
に

欠
か
せ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ま
の
協
力
に

よ
り
組
織
さ
れ
る
も
の
で
、こ

れ
ら
の
費
用
も
皆
さ
ま
か
ら

の
区
費
な
ど
で
ま
か
な
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

お
互
い
に
協
力
し
合
い
な

が
ら
、よ
り
良
い
生
活
環
境
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。加
入
の
問

い
合
わ
せ
は
市
役
所
総
務
課

（
☎
２
２
ー
３
１
１
１
）に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
区
」へ
の
加
入
の
お
願
い


